
4RAP Financial ID 利用規約 

 

第 1 条（規約の適用） 

1. この規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社 FOLIO（以下「当社」といいま

す。）が運営する認証サービスである 4RAP Financial ID（以下「本認証サービス」とい

います。）により利用可能となる、当社が提携する金融機関（以下「提携金融機関」と

いいます。）が提供する投資一任契約に係る書面等の電子交付サービス等（以下「本オ

ンラインサービス」といいます。）を利用する ID 保有者（第 3 条で定義するものとし

ます。）に対して適用されます。 

2. ID 保有者は、本オンラインサービスを利用するにあたり本規約の内容に同意し遵守す

るものとします。 

 

第２条（規約の変更） 

1. 当社は、ID 保有者の一般の利益に適合する場合、または、本規約の目的に反せず、か

つ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的な

ものと当社が判断する場合、本規約の内容を変更することがあります。 

2. 当社が前項に基づき本規約の内容を変更する場合は、当社の WEB サイトに掲示する方

法等により、当該変更の内容及びその効力発生時期を周知するものとします。 

3. 変更後の本規約の効力発生日以降に ID 保有者が本オンラインサービスを利用した場

合、当該 ID 保有者は本規約の変更に同意したものとみなします。 

 

第 3 条（ID 保有者） 

1. ID 保有者とは、本オンラインサービスを利用するために本認証サービスへの登録を行

おうとする方、及び、当該登録が完了し本認証サービス独自の ID（以下「本 ID」とい

います）の承認を受けた方をいいます（当該登録を以下「ID 登録」といいます）。 

2. 本 ID は本オンラインサービスを利用するための識別コードであり、本 ID 登録後、ID

保有者は本オンラインサービスを本 ID により利用できるものとします。 

3. ID 登録の申込手続は提携金融機関において所定の方法で行うものとします。 

4. ID 保有者は、本規約の内容に同意のうえ ID 登録の申し込みを行うものとし、本 ID の

承認を受けた時点で、ID 保有者と当社との間で、本規約の諸規定に従った利用契約（以

下「本契約」といいます。）が成立するものとします。 

5. ID 保有者は、以下の条件を遵守するものとします。 

(1) ID 登録時に登録するメールアドレス（その後の変更登録時のメールアドレスを含

む。以下同じ。）は、ID 保有者ご自身の保有するメールアドレスであり、第三者の

メールアドレスではないこと。 

(2) 登録したメールアドレスの変更を要する場合、提携金融機関において、すみやか



に変更手続を行うこと。 

6. 以下のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると当社が判断する場合、当社は

ID 登録を承諾しないことができるものとします。 

(1) ID 登録時に登録するメールアドレスに対し、第三者によって既に本 ID が登録さ

れている場合 

(2) その他本 ID を発行することが不適当であると当社が判断した場合 

7. ID 保有者は、自己が本オンラインサービスを利用する場合、自己の責任において、当

該サービスを利用するものとします。 

 

第 4 条（ID 等の管理） 

1. ID 保有者は本オンラインサービスを利用するにあたり、本 ID と一意に紐づくメール

アドレス及びパスワード（以下「本 ID 等」）を入力するものとし、本 ID 等は ID 保有

者の責任により管理・使用するものとします。 

2. 当社は、本 ID 等を利用して行われた行為を、当該入力のあった本 ID 等と ID 登録時

に当社に登録された情報（以下「登録情報」といいます。）が一致する ID 保有者によ

る利用とみなすものとします。万一、盗用・不正利用その他の事情により ID 保有者の

本 ID 等を ID 保有者以外の第三者が利用している場合であっても、当該行為による責

任は、当社に故意または過失がない限り、本 ID 等について登録情報上一致する ID 保

有者が負うものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、故意または重大な

過失がある場合を除き、直接かつ通常の損害に限られるものとし、特別損害（民法第

416 条第 2 項に定める「特別な事情によって生じた損額」をいいます。以下同じ。）に

ついては責任を負わないものとします。 

 

第 5 条（ID 保有者による本 ID の削除） 

ID 保有者が、登録済みの自らの本 ID について削除を希望する場合、提携金融機関

において所定の方法で申込手続きを行うものとします。当該申込後、当社での処理によ

り本 ID の削除が完了した時点で本契約は解除されるものとします。なお、本 ID を削

除した場合、本オンラインサービスの利用はできなくなります。 

 

第 6 条（当社による本 ID の削除） 

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、原則として、ID 保有者への事前通知を行う

ことなく本 ID の削除を行うことがあるものとします。本 ID の削除が完了した時点で

本契約は解除され、本オンラインサービスの利用はできなくなります。 

(1) 直近の 2 年間、当該 ID 保有者の本 ID での利用（ログイン）実績がない場合であ

って、かつ当社からの登録済みのメールアドレス宛の通知等が不着となる場合 

(2) 直近の 10 年間、当該 ID 保有者の本 ID での利用（ログイン）実績がない場合 



(3) ID 保有者が本規約または本オンラインサービスの利用規約や諸注意等に違反す

ると当社が判断する場合またはそのおそれがあると当社が判断する場合 

(4) ID 保有者が、当社が本オンラインサービスの運営上不適当と判断する行為を行っ

た場合 

(5) 本認証サービスを終了するとき 

2. 前項に定める本 ID の削除に関し、当社は提携金融機関に対し法令等遵守の観点で連絡

もしくは確認等を行うことがあるものとし、また、当社及び/または提携金融機関は ID

保有者に対し連絡もしくは確認等を行うことがあるものとします。 

3. 第 1 項に定める本 ID の削除の結果、ID 保有者に損害や不利益が生じた場合でも、当

社は故意または過失がある場合を除き責任を負わないものとし、当社が責任を負う場

合であっても、当社に故意または重過失がある場合を除き、直接かつ通常の損害に限ら

れるものとし、特別損害については責任を負わないものとします。 

 

第 7 条（当社・ID 保有者の責任） 

1. 当社は、ID 保有者の本オンラインサービスの利用（本項各号を含みますが、これに限

りません。）または利用不能により生じる一切の損害に関して当社に故意・過失がない

限り責任を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、当社に故

意または重過失がある場合を除き、当社の責任は直接かつ通常の損害に限られるもの

とし、特別損害については責任を負わないものとします。 

(1) 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、本オンラインサービスの無断改変、

本オンラインサービスに関するデータへの不正アクセス、コンピュータウィルス

の混入等の不正行為が行われ、これに起因して ID 保有者の皆様に生じた損害 

(2) 通信回線や、コンピュータ等の障害によるシステムまたはサービスの中断、遅滞、

中止、データ消失、不正アクセスにより生じた損害 

2. ID 保有者は、本認証サービスの利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により、当社

またはその他の第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものと

します。 

 

第 8 条（システムの停止） 

1. 定期または不定期に行うシステムメンテナンス等のために、本 ID 及び本オンラインサ

ービスを利用できない期間があります。 

2. 当社は、誤ったパスワードが一定回数以上入力された場合や第三者による攻撃を受け

ていると判断された場合、本 ID の利用を一時的に停止する等の措置を講じる場合があ

ります。 

 

第 9 条（サービスの終了） 



1. 当社が本認証サービスを終了する場合には、ID 保有者に対し、終了日の１ヶ月前まで

に当社及び/または提携金融機関の定める方法で通知するものとします。 

2. 本認証サービスまたは本オンラインサービスの終了に伴い、ID 保有者に不利益や損害

が発生した場合であっても、当社は故意または過失がない限り責任を負わないものと

します。なお、当社が責任を負う場合であっても、当社に故意または重過失がある場合

を除き、直接かつ通常の損害に限られるものとし、特別損害については責任を負わない

ものとします。 

 

第 10 条（個人情報等の取り扱い）  

利用者の個人情報については、当社が別途定める 4RAP（本認証サービスを含む当社

のプラットフォームサービスをいいます。）に関する個人情報保護方針に則り、適正に

取り扱うこととします。 

 

第 11 条（反社会的勢力でないことの表明保証及び確約） 

1. ID 保有者は当社に対し、ID 保有者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明及

び保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準

構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力

集団等、その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」といいます。） 

(2) 暴力団員等を利用し、暴力団員等に対して資金、便宜を提供するなどの関与を行

いまたは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

(3) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要

求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、虚偽の風説

を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当

社の業務を妨害する行為等を行うこと。 

2. ID 保有者が前項に違反した場合には、異議なく本 ID の削除を受け入れるものとしま

す。 

 

第 12 条（準拠法及び管轄） 

本規約は日本法を準拠法とし、また、本規約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

 

 

制定日 2023 年 9 月 25 日 


